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◆ 中標津町自治基本条例とは 

 

 中標津町自治基本条例は、平成２４年４月１日に施行されました。 

 まちづくり町民会議に集った町民たちが中心となり、約２年の歳月

をかけて作り上げた条例です。 

この条例では、中標津町の自治の基本理念や基本原則といった、ま

ちの根っことなる部分を定め、それに基づいて町民・議会・行政の役

割や責務を定めています。第３９条では、中標津町の最高規範である

とうたわれ、「中標津町の憲法」ともいえるものです。 

 

◆ 自治推進会議の役割と今年度の取組 

  

中標津町自治基本条例第３７条では、条例は５年を超えない期間ご

とに見直しをすること、とうたわれています。その見直しを行うのが、

第３８条で設置することが定められている、自治推進会議です。 

 今年度は、情報共有、町民参加、町内会及び町民活動団体、危機管

理の４点に的をしぼって議論しました。   

私たちが日々生活していく中で感じた

ことや、昨年起こった出来事を例にあげ、

最終的に推進会議の意見としてまとめま

した。 

 

 

 

 

 

  

    自治推進会議委員自治推進会議委員自治推進会議委員自治推進会議委員     ◎西根 辰美（社会福祉法人中標津町社会福祉協議会） ○小野  弘（中標津町全町内会連合会） 大川 泰洋（連合北海道中標津地区連合会） 蛎崎 康夫（計根別農業協同組合） 鎌田  淳（中標津町民生委員・児童委員協議会） 北清 禎之（中標津町農業協同組合） 栗崎 勝秀（中標津町安全で住みよいまちづくり推進協議会） 小柳ひろみ（公募） 佐藤 大介（公募） 下家 久和（財団法人中標津町文化スポーツ振興財団） 関谷 彰人（中標津町生涯学習委員会） 本間 玲子（公募） 村上  徹（公募）     アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー    酒井多加志（北海道教育大学教育学部釧路校教授） 平岡 俊一（北海道教育大学教育学部釧路校講師）    ファシリテーターファシリテーターファシリテーターファシリテーター    東田 秀美    
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中標津町自治基本条例中標津町自治基本条例中標津町自治基本条例中標津町自治基本条例    全体全体全体全体のののの構成構成構成構成 説説説説            明明明明                                   
 

【【【【前文前文前文前文】】】】     中標津町自治基本条例を制定するにあたっての、理念や基本的な考え方を明らかにします。 【【【【第第第第１１１１章章章章】】】】総則総則総則総則     この条例の目的を明らかにするとともに、用語の定義、自治の『基本理念』、『基本原則』を定めています。 【【【【第第第第２２２２章章章章】】】】基本原則基本原則基本原則基本原則にににに基基基基づくづくづくづく制度制度制度制度     先に掲げた理念や『情報共有』、『町民参加』、『協働』の原則を受け、具体化するための制度を定めています。 【【【【第第第第３３３３章章章章】】】】町民町民町民町民     町民の権利及び役割を定めています。 【【【【第第第第４４４４章章章章】】】】町内会町内会町内会町内会及及及及びびびび町民活動団体町民活動団体町民活動団体町民活動団体     町内会及び町民活動団体の定義や役割を明らかにするとともに、それにかかわる町民、議会、行政の役割を定めています。 【【【【第第第第５５５５章章章章】】】】議会議会議会議会     町の意思決定機関としての役割や権利、責務について定めています。 【【【【第第第第６６６６章章章章】】】】行政行政行政行政     町長、行政、職員について、それぞれの責務を定めています。 【【【【第第第第７７７７章章章章】】】】議会議会議会議会とととと行政行政行政行政のののの関係関係関係関係     議会と行政の関係について定めています。 【【【【第第第第８８８８章章章章】】】】行政運営行政運営行政運営行政運営     総合計画や評価、危機管理体制など、行政運営のために必要な基本的な制度等を定めています。 【【【【第第第第９９９９章章章章】】】】連携及連携及連携及連携及びびびび交流交流交流交流     国内外の交流を深めるとともに、中標津町だけでは対応が難しい課題について、他の自治体や団体、国及び北海道と連携し解決にあたることを定めています。 【【【【第第第第 10101010 章章章章】】】】条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しししし     この条例の見直しについて定めています。 【【【【第第第第 11111111 章章章章】】】】条例条例条例条例のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ     この条例が、中標津町の運営を支える基本的な考え方や仕組みを定めた、中標津町の憲法（最高規範）として位置付けることを定めています。 

第第第第１１１１章章章章    総総総総    則則則則    第１条 目的  第２条 用語の定義  第３条 自治の基本理念  第４条 自治の基本原則  第第第第２２２２章章章章    基本原則基本原則基本原則基本原則にににに基基基基づくづくづくづく制度制度制度制度    第５条 情報共有  第６条 個人情報の保護   第７条 第８条 町民参加の機会の確保  第９条 町民参加の方法     第 10 条 町民の意見提案への対応  第 11 条 住民投票 第 12 条 協働の推進 第第第第３３３３章章章章    町民町民町民町民    第 13 条 町民の権利 第 14 条 町民の役割 第第第第５５５５章章章章    議会議会議会議会    第 20 条 議会の役割 第 21 条 議会の権限 第 22 条 議会の責務 第 23 条 議員の責務 第第第第６６６６章章章章    行政行政行政行政    第 24 条 町長の責務 第 25 条 行政の責務 第 26 条 職員の責務 第第第第８８８８章章章章    行政運営行政運営行政運営行政運営    第 28 条 総合計画 第 29 条 財政運営 第 30 条 政策法務 第 31 条 職員の任免及び育成 第 32 条 行政手続 第 33 条 行政評価 第 34 条 危機管理   第第第第９９９９章章章章    連携及連携及連携及連携及びびびび交流交流交流交流    第 35 条 国、北海道及び他の市町村との連携 第 36 条 国内外との交流 
第第第第４４４４章章章章    町内会町内会町内会町内会及及及及びびびび町民活動団体町民活動団体町民活動団体町民活動団体    第 15 条 町内会及び町民活動団体 の定義  第 16 条 町内会及び町民活動団体 の役割  第 17 条 町内会及び町民活動団体 にかかわる町民の役割 第 18 条 町内会及び町民活動団体 にかかわる議会の役割  第 19 条 町内会及び町民活動団体 にかかわる行政の役割 

前前前前        文文文文    

第第第第 10101010 章章章章    条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しししし    第 37 条 条例の見直し    第第第第 38 条 中標津町自治推進会議    第第第第 11111111 章章章章    条例条例条例条例のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ    第 39 条．条例の位置付け   

条 例 の 理念 ・ 原 則 理念・原則を 受 け た制 度 制度の担い手の具体化 条例の維持・発展の制度 

第第第第７７７７章章章章    議会議会議会議会とととと行政行政行政行政                のののの関係関係関係関係        第 27 条 議会と行政の関係 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見        前文前文前文前文    中標津町は、東経１４５度、北海道東部の内陸に位置し、知床から摩周、阿寒に連なる山々に守られ、標津川の流れに育まれてひらかれたまちです。 明治の末に始まった原野の開拓は、先人たちのたゆまぬ努力や助け合う心により、冷害凶作などの困難をのり越え、酪農地帯をつくりあげ、さらに、鉄道の分岐点となった市街地では、商工業の発展により、周辺から人が集まる中核的な都市へと進展してきました。 わたしたちは、あらためてこのまちの風土や歴史を知り、次世代を担う子どもたちに胸を張って誇れる故郷を築くため、澄みきった空気、豊かな緑、きれいな水を守り、人と人とのつながり、人と自然との共生を理想とするまちにしていかなければなりません。 そのために、「みんなの力で明るい豊かなまちをつくる」という町民憲章を尊重し、自ら考え、行動し、決定することによる町民が主体の自治の実現の最高規範として、ここに中標津町自治基本条例を制定します。 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 民 憲 章                                 （昭和 40年 7月 1日制定）  わたしたちは、朝夕気高い武佐岳を仰ぎ、標津川の   １ きまりを守り、明るいまちにしましょう。 流れとともにひらけゆく中標津の町民です。         １ 時間を守ろう。  はてしない緑の原に、先人のきびしい開拓のあとを     ２ 交通道徳を守ろう。 しのび、その心をうけて、みんなの力で明るい豊かな     ３ 防災、防犯につとめよう。 まちをつくるために、この憲章をさだめます。        ４ 公共物を大切にしよう。                              ５ お互いにたすけあおう。 １ からだをきたえ、しあわせな家庭にしましょう。     ６ 礼儀や、親切を重んじよう。   １ 体位を増進しよう。                 １ 自然を愛し、美しいまちにしましょう。     ２ 健全な子供を育てよう。                  １ 木や花を育てよう。   ３ 老人をうやまおう。                    ２ 動物を可愛いがろう。   ４ 家族は協力しよう。                    ３ 道路を大切にしよう。 ５ レクリエーションやスポーツをしよう。           ４ 環境の美化につとめよう。 １ 誇りをもって働き、豊かなまちにしましょう。     １ 教養を高め、よりよい文化を育てましょう。  １ 明るい職場にしよう。                   １ 衣食住を工夫しよう。 ２ 職場の安全につとめよう。                 ２ 文化活動を推進しよう。 ３ 資源をいかそう。                     ３ ゆきとどいた教育をすすめよう。 ４ 生産をたかめよう。                    ４ 文化財を大切にしよう。                             
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第１章 総則  （目的） 第１条 この条例は、中標津町の自治の基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにし、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くための基本的な事項と制度を規定することにより、町民が主体の自治の実現を図ることを目的とします。                
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （用語の定義） 第２条 この条例で使用する用語を、次のとおり定義します。 （１）町民 町内に住所を有する人（以下「住民」という。）、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で活動する法人その他の団体をいいます。 （２）議会 住民から選挙で選ばれた町議会議員によって構成される意思決定機関をいいます。 （３）行政 町長及び執行機関（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会）をいいます。           
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （自治の基本理念） 第３条 町民、議会及び行政は、中標津町民憲章を尊重し、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、町民が主体の自治を推進することを基本とします。                     
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （自治の基本原則） 第４条 町民、議会及び行政は、次の原則に基づき、中標津町の自治の実現を図ります。 （１）情報共有 議会及び行政が持つ情報を積極的に公開し、説明することにより、町民と共有することをいいます。  （２）町民参加 町民が暮らしやすい地域社会をつくるために、主体的にかかわり、行動することをいいます。  （３）協働 町民、議会及び行政が共通の目的を実施するために、それぞれの役割と責任により、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。           
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第２章 基本原則に基づく制度  （情報共有） 第５条 議会及び行政は、町民と情報を共有するため、次の制度を設けます。 （１）議会及び行政の情報を正確に分かりやすく伝える制度 （２）議会及び行政の会議を公開する制度 （３）議会及び行政が保有する文書その他の記録を町民が請求する制度 ２ 議会及び行政は、その保有する情報を統一した基準により管理し、保存しなければなりません。 ３ 前項に規定する基準及び第１項の各号に規定する制度に関し必要な事項は、別に条例で定めます。       

 

 

 

 

○ 住民への情報提供の考えや方法は

適切か。（町民にわかりやすいか、該

当の町民に伝わりやすいか） 

 

○ 情報を提供する側の手段には限界

があると同時に、情報を受ける側も、

年齢や職種等によって受信手段が限

られるのではないか。 

 

○ 行政が行う会議の中で、公開・非公

開のものはどのような理由なのか。規

定はできているのか。 

 

○ 町民、行政がどのようなときに情報

共有が必要だと感じたか、という意見

交換の場を広く持ってはどうか。 

 

 

 

 

 

基本的な考え方 

  町の情報発信については、

新聞折込・個別投込み、地域

会長による配布にて全戸配布

としている町広報紙を基本に

している。なお、情報化社会

の進展に対応するため、ホー

ムページ、地域ＦＭ、ツイッ

ター、フェイスブックなどに

より行政情報を入手できる手

段の活用、拡充に努めている。

  また、地域の課題やまちづ

くりに対する意見等の把握

のため、毎年、地域単位でま

ちづくり懇談会を開催して

いる。 

会議の公開・非公開は情報

公開条例に基づき、その会議

の内容によって公開・非公開

を決めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 情報発信はなされてい

るが、町民の声を受ける

仕組みづくりや、わかり

やすく伝える工夫をす

る。 

 

○ 情報提供は、受け取る

側に配慮し、親しみやす

さを持たせたり情報を集

約したり、より効果的に

進める。 

 

 

○ 行政が行う会議につい

て、公開されているのか

非公開なのか、町民にわ

かるようにする。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供手段 

○ 広報紙（毎月１回） 

○ ホームページ、ツイッタ

ー、フェイスブック 

○ FMラジオ 

○ 町民便利手帳 

○ 町内会回覧板 

○ まちづくり出前講座 

○ まちづくり懇談会 

 ○ まちづくりﾌｫｰﾗﾑ開催 

 ○ 折込チラシ 

○ 中標津町情報公開条例 

    （開示請求H24 0件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 - 

条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （個人情報の保護） 第６条 議会及び行政は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、議会及び行政が持つ個人情報を保護しなければなりません。 ２ 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。                    
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見    （町民参加の機会の確保） 第７条 議会及び行政は、次の各号に規定する事項を実施する場合は、町民参加の機会を確保します。ただし、法律及びそれに基づく政令に規定するもの並びに緊急を要するものは、町民参加を求めないことができます。 （１）町民に義務を課し、又は町民の権利を制限する内容の条例を制定、改正及び廃止するとき。 （２）町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。 （３）広く町民が利用する公共施設の管理運営方法を決定するとき。 （４）総合発展計画基本構想及び基本計画(以下「基本計画等」という。)並びに分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。 （５）施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施するとき。 ２ 前項の各号に規定するもののほか、町民参加が有効と思われる場合は、町民が参加できる機会を確保します。 

 

 

○ 町民参加活動の活性化のために、ど

んな連携ができるか、どんな場面で町

民参加を期待しているかを示しては

どうか。 

 

○ 町民参加を浸透させるために、子ど

もの頃から体験型の町民参加デモン

ストレーションなどを開催しては。

（例：中標津町のここが好き、という

テーマで言いたい放題など） 

 

○ 児童センター建設について、中高生

が参加し意見を出しているのは良い

取組であるので、このような事例はも

っとアピールして町民参加のモデル

ケース的な学習・広報材料にすべき。 

 

○ 赤ちゃんふれあい交流、じどうかん

祭り等積極的に参加できる事業があ

ることが良い。 

 

 

主な町民参加の機会 

○ まちづくり懇談会 

○ アンケートへの回答 

○ まちづくりフォーラム 

○ 中学生議会の開催 

○ 町民意見募集制度 

（パブリックコメント） 

○ お問い合わせﾒｰﾙ（38件） 

○ まちづくり提案箱 

○ まちづくりに関する意

見・地域の課題書 

 

 

○ まちづくりアンケート実施 

集計結果 

  20歳以上500人無作為抽出 

  回収率 37.8％ 

  9月に公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第８条 議会及び行政は、満 20 歳未満の青少年及び子どもに対し、それぞれの年齢にふさわしい方法により、町民参加の機会を確保します。             

 

 

 

 

○ 中学生議会の開催 

○ 児童ｾﾝﾀｰ建設の中高生会議 

○ 児童館まつり実行委員会 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （町民参加の方法） 第９条 議会及び行政は、必要かつ適切な時期に町民参加の機会を確保し、次の各号に規定する方法を活用します。 （１）審議会等への委員としての参加 （２）意見交換会等への参加 （３）アンケート調査等への意見表明 （４）町民意見募集制度(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)への意見表明 （５）その他適切な方法 ２ 前項の各号に規定する方法に関し必要な事項は、別に定めます。  

  

 

 

○ 公募を実施する際は職種や専門性

を考慮し、ある程度領域・分野をしぼ

って行うべき。（例：建設、経済、教

育、歴史、消費者、文化など） 

 

○ 様々な委員会に公募委員が参加し

ているのは良い。 

 

○ パブリックコメントに寄せられる

意見が「０」という事実。 

 ・ 行政側の周知方法に課題がある。

町民は、何について意見を求められ

ているのかわからない。 

 ・ パブリックコメントの実施方法に

課題がある。町民は、意見をどう伝

えてよいかわからない。 

 ・ 広報紙だけでなく、そのことだけ

を伝える回覧板を利用しては。 

 ・ メール、手書きに加え、電話や窓

口による口頭での意見を認めては

どうか。書くこともハードルになっ

ていないか。 

○ 審議会開催 

（23委員会延べ72回開催） 

○ 意見交換会 （年1回） 

○ まちづくり懇談会 

（年1回 7ｶ所 参加者59名） 

○ アンケート調査（年1回） 

○ お問い合わせﾒｰﾙ（38件） 

 

○中標津町町民意見募集制度

（パブリックコメント） 

 ・H２４の実施は１３件 

 ・町民からの意見は０件 

  ＊国の法改正に伴う、町の条例・規則に対する意見募集となったため町民の関心は低かったと思われる。 
 ・周知方法は、まちづくり情

報コーナー、担当課窓口、

総合文化会館、計根別支

所、ホームページ、ツイッ

ター、フェイスブック。 

 

○ まちづくり提案箱（役場、

総合文化会館、計根別支所） 

 平成２４年度 ２５件 

○ まちづくりに関する意見・

地域の課題書（６７件） 

    

○ 多くの町民が参加しや

すいように日時や開催場

所などに配慮する。 

 

○ アンケート調査などは

答えやすいように配慮す

る。 

 

○ 参加募集チラシは、多

くの町民の目に入るよう

に配布場所を多くするな

ど工夫をする。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （町民の意見提案への対応） 第10条 議会及び行政は、前条の規定により町民の参加によって寄せられた意見提案に対し、誠実かつ迅速に対応し、総合的に検討します。 ２ 議会及び行政は、意見提案の検討を終えたときは、速やかに多様な方法を用いて、意見提案の内容、検討結果及びその理由を公表します。ただし、中標津町情報公開条例（平成12年条例第11号）の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ まちづくり懇談会、お問い

合わせﾒｰﾙやまちづくり提案

箱への回答 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （住民投票） 第 11 条 町長は、次の各号に規定する事項のいずれかに該当し、議会が住民投票条例を議決した場合は、住民投票を実施します。 （１）町議会議員と町長の選挙権を有する住民が、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の規定に基づき、住民投票条例の制定を町長に請求したとき。 （２）町議会議員が、地方自治法の規定に基づき、住民投票条例を発議したとき。 （３）町長が、中標津町の重要な課題に関して、住民の意思を直接確認する必要があると判断し、住民投票条例を議会に提出したとき。 ２ 議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。   
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （協働の推進） 第 12 条 議会及び行政は、町民と協働して地域社会における課題の解決を図るために必要な措置を講じ、町民の自主的及び自立的な活動を尊重しなければなりません。           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会貢献活動原材料等支給

制度      （８件） 

○ 地域づくり総合交付金 

（４件） 

○ フロンティア推進事業 

補助金（１件） 

○ 地域まちづくり事業補助金

（３件） 

（事業の内容については、広報

紙にて掲載し説明） 

 

 

○ 中標津町男女共同参画ネッ

トワークの創設 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第３章 町民  （町民の権利） 第 13 条 町民は、議会及び行政に関する情報を知る権利が有ります。 ２ 町民は、議会及び行政に参加する権利が有ります。 ３ 町民は、前 2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けません。 ４ 町民は、法令の定めるところにより、行政サービスを公正に受ける権利が有ります。  
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （町民の役割） 第 14 条 町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、町民相互の自主性と自立性を尊重し、町民が主体の自治の実現を図ります。 ２ 町民は、町民の権利の行使に当たっては、発言と行動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮します。 ３ 町民は、法令の定めるところにより、行政サービスを公正に受けるために必要な負担を担います。    
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第４章 町内会及び町民活動団体  （町内会及び町民活動団体の定義） 第 15 条 町内会とは、居住する地域の地縁による団体をいいます。 ２ 町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会貢献活動により公益の増進に寄与する団体をいいます。  （町内会及び町民活動団体の役割） 第16条 町内会及び町民活動団体は、地域社会において自ら考え、行動し、活動の充実に取り組みます。 ２ 町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を促進するために必要な環境をつくります。 ３ 町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のため、相互の連携や行政との協働により、活動の充実を図ります。 ４ 町内会及び町民活動団体は、地域社会における課題解決のために、行政に対し、協議提案をすることができます。  

 

 

 

○ 町内会最大のメリットは情報が入

ることと、発信することもできること

であり、ここをアピールしたい。 

 

○ 町内会に入るメリットをまとめた

わかりやすいパンフレットにて加入

普及をさらに勧めては 

 

○ 以前と現在の町内会の役割を説明。

行政と町内会一体で組織率を高めて

いく。 

 

○ 住民の地縁意識の深浅によって左

右される。昨今は日常生活上で必要性

を感じていないし、他人の生活を干渉

しないことがプライバシー上必要と

考えている。 

 

○ 町内会役員等は負担が大きく、ボラ

ンティア精神が必要。町民一人ひとり

の意識の改革が必要か。 

 

 

 

 

◆全町内会連合会による加入

促進 

○ 広報紙に加入促進チラシ

を折込み全戸配布。 

○ 町内会長による意見交換

会と町内会会員の交流。 

○ 町内会長あてに勧誘時使

用チラシ配付。 

○ 町内会加入促進のための

実態把握アンケート調査。 

 

 

◆町による加入促進 

○ 転入者に加入案内チラシ

配布。 

○ 広報紙に加入案内掲載。 

○ 公営住宅入居者に加入案

内チラシ配付。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見    （町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割） 第17条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のために、町内会及び町民活動団体を組織します。 ２ 町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民活動団体の重要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り育てます。  （町内会及び町民活動団体にかかわる議会の役割） 第18条 議会は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、連携を図ります。  （町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割） 第19条 行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を尊重し、連携を図るとともに、その活動を促進するため、支援します。    

 

 

○ 温度差はあってもよい。それぞれの

町内会・町民活動団体の主体性が大切

である。また、町内会相互の交流や発

表があってもよいのでは。 

 

○ 各町内会によって活動に温度差が

ある。構成世帯にも関係しているのか

もしれないが、活動内容に差が大き

い。 

 

 

 

 

◆ 基本的な考え方 

○ 町内会活動はその中心と

なって活動している役員の

ボランティアによってなり

たっている。 

○ 町内会加入に対してその

対価を求めるものではなく、

相互扶助のボランティア精

神において活動するもの。 

○ 町内会活動は、それぞれの

町内会が独自の活動を行っ

ていることで地域性が生ま

れ、それが特色のある町内会

につながっている。 

○ 加入率向上については、全

国的な問題で中標津町・全町

連でも大きなテーマとして

連携して研究している。 

○ 加入促進パンフレットは

全町連が内容を見直しし、転

入者などや地域町内会の要

望に応じて配布している。 

○ 負担感のある町内会活動

への参加や町内会費につい

ては、それぞれの町内会が独

自の基準を設けて対策を講

じている。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見    第５章 議会  （議会の役割） 第20条 議会は、住民から選挙で選ばれた議員で構成される中標津町の意思決定機関であり、政策を立案するとともに、行政運営を監視する機関です。  （議会の権限） 第21条 議会は、予算、決算、財産及び政策執行等にかかわる議決を行う権限が有ります。 ２ 議会は、条例の制定、改正及び廃止の権限が有ります。 ３ 議会は、行政の事務に対する監査請求や調査等の監視の権限が有ります。 ４ 議会は、地方自治法の規定に基づき、条例で定めるところにより議決する権限が有ります。        
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （議会の責務） 第22条 議会は、意思決定機関としての責任を自覚し、基本計画等の実施状況を確認し、常に将来展望をもって活動する責務を負います。 ２ 議会は、町民からの意見を聴取し、議会活動について町民に説明します。 ３ 議会は、情報共有の原則に基づき、町民に本会議や委員会を常に公開し、議論の透明性を図ります。ただし、非公開の場合は理由を明らかにします。 ４ 議会は、町民から提出される請願及び要望等に対し、速やかに検討し、回答します。 ５ 議会は、報告会等を開催し、直接、町民との対話の機会を設けるとともに、議会における議決の内容とその経過を広報紙等で報告します。   

 

 

○ 議会だよりは極めて有効な手段で

ある。 

○ 傍聴は開かれた状態だが、町民に徹

底するのは難しい。（必要性を感じて

いない、無関心など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 定例会 ４回 １０日間 

○ 臨時会 ４回   ４日間 

○ 常任委員会４９回４９日間 

 

○ 一般質問件数 ３８件 

○ 議会傍聴 ５５人 

○ 報告会1回2箇所 参集 55人 

○ 議会だより4回10,450部/回 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （議員の責務） 第23条 議員は、住民から選挙で選ばれた公職者として、法律、それに基づく政令及び中標津町議会議員政治倫理条例（平成14年条例第30号）をはじめとする条例等を遵守し、公益実現のため活動します。 ２ 議員は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、町民が主体の自治の推進と町民福祉の向上をめざし、常に政策提案を行います。 ３ 議員は、条例立案能力、政策立案能力及び審議能力等を高めるため、常に自己研さんに励みます。 ４ 議員は、町民の意思の反映を図るため、自主的に調査研究を行います。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 25 - 

条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第６章 行政  （町長の責務） 第 24 条 町長は、中標津町の代表者として、行政運営を総合的に行い、その公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。 ２ 町長は、基本計画等に基づく政策、財源等について明らかにします。 ３ 町長は、常に簡素で効率的な組織を構築し、運営します。  （行政の責務） 第 25 条 行政は、行政運営の透明性の向上を図り、公正かつ誠実に執行しなければなりません。 ２ 行政は、町民の意見を積極的に把握し、行政運営に適切に反映します。 ３ 行政は、行政運営に関する情報を町民に分かりやすく提供します。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 相談する窓口がよく分かられてい

ないのではないか。例えば高齢者虐待

や認知症各種相談窓口。 

   

○ 広報が足りないのではないか。 

 

○ 今後高齢者が増えていくことが考

えられるので、わかりやすく相談しや

すい告知について考えていく必要が

あるのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時要援護者台帳の整備 

○高齢者名簿による状況把握 

 

○行政や民生委員や関係する

団体との連携による情報交

換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行政部局間で連係を図

り情報共有を推進してい

く。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （職員の責務） 第 26 条 職員は、常に町民の視点に立ち、自らも地域の一員として自覚し、職務を遂行しなければなりません。 ２ 職員は、常に町民が主体であることを認識し、公正かつ適正に職務を遂行しなければなりません。 ３ 職員は、施策の立案及び町民の求めることに的確に対応できる知識を習得し、能力の向上を図ります。 ４ 職員は、行政組織の横断的連携を密にし、職務を遂行しなければなりません。    

 

 

 

○ 相談する窓口がよく分からないの

ではないか。例えば高齢者虐待や認知

症各種相談窓口はどこなのか。 

 

○ 行政側になんでも相談できる窓口

や総合案内所があって、どこに行けば

いいのか分かるような仕組みを作っ

ては。 

 

○ 情報共有は行政内部で適切に行わ

れるべきである。国、道、町、各セク

ションを適切に連携させ情報のより

よい有効性を目指すことが必要では。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施策を効果的に実行する

ためには、業務関係部局の連

携のほかに、行政全体の連携

体制を強化し、問題の共通の

認識をもつ取り組みが必要

である。 

 

○ 事務事業評価の実施 

 

○ 施策評価の実施 

 

○ 政策研修への参加 

 

 

○ 行政部局間で連係を図

り情報共有を推進してい

く。 

 

○ 町民を意識した表現方

法（行政ことば、専門用

語を使わない）と作成方

法（文字の大きさ、配列、

写真などの活用）に努め

る。 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見       第 7 章 議会と行政の関係  （議会と行政の関係） 第27条 議会及び行政は、町民の意思を的確に反映させるよう、議論の透明性と緊張感をもって運営しなければなりません。 ２ 議会及び行政は、地域特性を活かした独創的な政策立案を図るため、広く専門家や町民各層の意見を聴くとともに、積極的に研修会等を企画し、中標津町の発展のため活動しなければなりません。              
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見        第８章 行政運営  （総合計画） 第 28 条 町長は、行政運営を総合的かつ計画的に運営するため、基本計画等を定めます。 ２ 行政は、基本計画等以外の計画の策定と実施に当たっては、基本計画等との整合性を図ります。 ３ 行政は、基本計画等その他の計画の策定に当たっては、多くの町民の意見を反映させるため、町民参加を積極的に進めます。 ４ 行政は、基本計画等その他の計画の実施に当たっては進行状況を適切に把握し、毎年当該計画の内容について見直しをするとともに、町民に分かりやすく公表します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第６期総合発展計画策定 

   平成23年度～平成32年度 

   前期計画 Ｈ23～Ｈ27 

   後期計画 Ｈ28～Ｈ32 

 

  計画策定時参加町民 40名 

   

町民アンケート実施 

889名回答(35.6%) 

・ まちへの愛着度を感じて

いる (79.1%) 

・ 今後も定住、住み続けた

い    (77.0%) 

・ 今後のまちづくり 

第1位 健康で安心して

暮らせるまち 

 中高生アンケート実施 

456名回答(92.0%) 

・ まちへの愛着度を感じて

いる (68.1%) 

・ 今後も定住、住み続けた

い    (48.0%) 

・ 今後のまちづくり 

第1位 健康で安心して

暮らせるまち 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （財政運営） 第 29 条 町長は、基本計画等に基づき、予算を編成し、財源及び財産の効果的かつ効率的な活用を図り、財政運営に関する計画を定め、財政の健全な運営を行います。 ２ 町長は、予算と決算の内容及び財政運営の状況を町民に分かりやすく公表しなければなりません。  （政策法務） 第 30 条 町長は、政策の実現のため、必要に応じて条例、規則その他の規程の制定、改正及び廃止を行います。 ２ 町長は、政策の実現のため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用を行います。  （職員の任免及び育成） 第 31 条 行政は、公正かつ適正な手続により職員を任免します。 ２ 行政は、職員の適正な配置を行うとともに、研修の充実により、必要な能力の向上を図ります。  

  

 

○ 町施政方針と予算公表4月 

 

○ 町の財政の現状公表 8月 

 

 

 

○ 予算内容説明冊子配布 

○ 広報紙による決算状況公表 

 

 

 

 

○ 条例規則等 

  制 定  33件 

  改 正  71件 

  廃 止  16件   

   計   120件 

 

 

○ 職員適正配置計画 249人 

  行政職員Ｈ25.4.1 251人 

  （技術者採用2人） 

○ 職員研修 

  町主催研修  2講座 67名 

  専門研修  25講座  50名 

               27講座 117名 

○ 処分  休職処分 5名 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （行政手続） 第 32 条 行政は、行政手続における公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。 ２ 前項に規定する手続に関し必要な事項は、別に条例で定めます。  （行政評価） 第 33 条 行政は、事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させます。 ２ 行政評価の実施に当たっては、町民参加による外部評価を行うとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表します。 ３ 町長は必要に応じて、出資、補助及び職員の派遣を行っている法人その他の団体に対する出資内容、補助内容及び職員の派遣の目的、効果及び必要性について調査と検討を行い、その結果を公表します。 ４ 前３項に規定する行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報開示請求件数 なし 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度施策分 

○ 事務事業評価（係長職） 

３４４事業 

○ 施策評価（課長職） 

１８９施策 

○ 総合施策評価（部長職） 

６１大項目 

○ 外部評価 ３９項目 

 

○ 行政改革推進本部会議 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （危機管理） 第 34 条 行政は、町民の生命、身体及び財産の安全性の確保と向上を図り、総合的かつ機能的な危機管理体制の整備を行います。  ２ 行政は、町民の危機管理に対する意識を高め、町民、その他関係機関との連携を図ります。 ３ 町民は、防災等に対する意識の高揚を図り、相互に助け合い、行動します。 ４ 町内会及び町民活動団体は、地域における連携協力体制を構築し、相互に助け合い、行動します。      

 

 

○ 行政が行うべき危機管理体制の整

備と、町民・その他関係機関との連携

の不備を検証し改善する必要を強く

感じる。 

 

○ 町民全体で災害から町を守るため

に必要なことを考えていく。（行政だ

けでなく、町民一人ひとりが災害を防

ぐ。） 

 

○ 危機意識を町民一人ひとりが持て

るような意識付けを日ごろより行っ

ていくことが大切では。大型店舗や小

売店への協力要請、学校行事や集会等

についても考えていく必要がある。ル

ールも必要か。 

 

○ 基本的には行政主導が望ましい。そ

のために、町民参加型の防災意見交換

など、どんどんする。吹雪、地震など

の経験を語り、そこから防災を考える

等。協働参画が一番実感できるとこ

ろ。 

 

○ 町民の防災意識、町内会等の防災に

関する連携もきわめて怪しい。 

 

 

◆ 基本的な考え方 

自助・共助・公助の部分を議

論した中で、今後役割を明確

化していくこととしている。 

なお、平常時から各種情報

配信手段を活用した中で、住

民意識の改革や対処方法等

について啓発を行うととも

に、気象情報などをもとに事

前に注意喚起に努めていく。 

 

周知広報について 

○ FMはな 

・緊急割り込み放送訓練時

に、防災・減災対策につい

て注意喚起。放送訓練は月

２回、総務課職員による放

送。 

・通常放送の中で防災情報を

流している。平日に１日２

回 放送。 

・災害放送協定により、緊急

時には役場からFMはなへ割

込み放送を行う。 

・全国瞬時警報システム（J

アラート）で緊急地震速報

やテロ情報を受信した場 

 

 

○ 行政が行うべき危機管

理体制の整備と、町民・

その他関係機関との連携

を検証し改善する。 
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○ 危機管理における安全確保の第一

は地域における日常の備えであるが、

町内会・町民活動団体等の組織力や所

属意識が低くなかなか効果をあげら

れない。携帯メール方式など、即時的

に情報を知らせる方法を考える。 

 

○ 自然災害など危機管理は情報共有

と密接な関係にあるのでは。 

 

○ 重大な情報についての広報活動に

ついて、インターネットの利用は積極

的にされているが、接続環境のない方

や、インターネットが使えない状況の

ときはどうするのか。伝達の方法に工

夫が必要ではないか。 

 

○ 行方不明者発生時などにおいて、情

報提供を求められた場合には協力し

ているが、そのことが解決した場合の

情報提供も必要ではないか。 

 

 

合、自動的に割込み放送さ

れる。 

○ 広報紙毎月掲載。 

・防災ワンポイントコーナー

を設けての啓発 

○ 町ホームページ 

 ・防災情報を常時掲載。 

 ・フェイスブックやツイッタ

ーで防災情報や緊急時の

情報を配信。  

○ 中標津町緊急情報メール 

 ・生活に著しく影響があるこ

とや地震、天候などの自然

災害に関すること、その他

緊急的に周知が必要な場

合にメール登録者に情報

を配信している。 

○ エリアメール、緊急速報メ

ール（携帯各社が提供する

サービス） 

 ・緊急避難情報、火山噴火警

報、土砂災害警戒情報、指

定河川洪水警報、国民保護

法に基づく緊急情報を中

標津町の行政区域にいる

方に配信する。 

○ 災害対応型自動販売機 

 ・緊急時には自動販売機の電

光掲示板にメッセージを 
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 表示する。町内に４基設置：

役場１階ロビー、総合文化

会館、社会福祉センター、

運動公園管理棟。 

○ 中標津町「防災の日」啓発

事業 

 ・東方沖地震発生日１０月４ 

日を「防災の日」として啓

発をしている。 

・啓発チラシ、消防サイレン

吹鳴、広報車による啓発。 

・防災訓練（町内会単位） 

・H２４実績：１件 

（第２宮下町内会） 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第９章 連携及び交流  （国、北海道及び他の市町村との連携）                   第 35 条 議会及び行政は、政策を実施するため必要に応じて、国及び北海道と相互に連携を図り、適切な措置を講じるよう提案します。 ２ 議会及び行政は、共通する課題の解決を図るため、他の市町村と相互に連携を図ります。 ３ 行政は、広域的な課題を解決するため、北海道及び他の市町村と共同で組織を設置できるものとします。  （国内外との交流） 第 36 条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々や団体との交流を深め、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くため、得た経験、知識及び技術を活かし、町民が主体の自治の確立に取り組みます。   

 

 

 

 

 

○ 情報共有は行政内部で適切に行わ

れるべきである。国、道、町、各セク

ションを適切に連携させ情報のより

よい有効性を目指すことが必要では。 

（例：国道、道道、町道、私道の管轄

による情報のストップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ かわさき市民祭り参加 

出店協議会 10名 

○ 川崎ｼﾞｭﾆｱ文化賞親善訪問団 

受入 11名  

○ 川崎市少年少女交流 

  派遣 10名 受入 22名 

○ 美唄市物産交流 

  派遣 8名 受入 10名 

○ ビザなし交流 

   訪問者 7名  

受入事業参加者 125名 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第 10 章 条例の見直し  （条例の見直し） 第 37 条 この条例の見直しは、施行の日から起算して５年を超えない期間ごとに行います。 ２ 町長は、前項に規定する見直しに当たっては、次条に定める中標津町自治推進会議に、必要な意見を求めます。 ３ 議会及び町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。    
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     （中標津町自治推進会議） 第 38 条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として中標津町自治推進会議（以下「推進会議」という。）を設置します。 ２ 推進会議は、町長の諮問に応じ審議し、答申します。 ３ 推進会議は、次の事項について意見を述べることができます。 （１）この条例に基づく、町民参加の状況、条例の運用状況に関する事項 （２）この条例の見直しに関する事項 （３）この条例の推進に関する基本的な事項 ４ 前３項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定めます。        

 

 

○ 町民の熱意によりこの条例が制定

され、今後はこの条例に基づく町民の

参加、運用の状況についての推進会議

の役割が大切になっている。 

 

 

○ 推進会議開催 ３回 

・ 推進会議の概要説明 

・ 外部評価 
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条条条条            文文文文    現状現状現状現状やややや課題課題課題課題    主主主主なななな取組取組取組取組とととと考考考考ええええ方方方方    推進会議意見推進会議意見推進会議意見推進会議意見     第 11 章 条例の位置付け  （条例の位置付け） 第 39 条 この条例は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を築くための中標津町の自治の実現に関する最高規範として位置付けます。 ２ 町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなりません。 ３ 議会及び町長は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本条例を制定し、他の条例を体系的に整備します。     附 則  この条例は、平成24年４月１日から施行します。     
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○ 自治基本条例と総合発展計画の整

合性はどうか。 

 ・改正時期に向けて、総合発展計画と

の照らし合わせが必要ではないか。 

 ・協働によって実現時期が早まった

り、現在実現が困難なものが可能に

なったりする可能性があるのでは。 

 

総合発展計画は平成23年度～

平成32年度までの10か年計画 

○ 基本構想 

本町がめざす将来像と、そ

れを実現するための基本目

標等を示す。 

○ 基本計画 

 基本構想に基づき、今後取

り組むべき主要施策などを

各分野にわたって体系的に

定めたもので前期計画終了

時に計画の見直しを行う。 

前期計画５年間(H23-27) 

○ 実施計画 

 基本計画に示した主要施策

に基づき、具体的に実施す

る事業を定めた。計画期間

は３年間でローリング方式

により調整する。 
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